
 

   令和７年度教育委員会功労賞等表彰状及び感謝状筆耕業務に係る 
見積徴取結果について 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６条）第１６７条の２第１項第３号の規定により下

記のとおり随意契約を行うので、和歌山県財務規則（昭和６３年和歌山県規則第２８号）第１

０８条の２第２項の規定により公表します。 

    令和７年１２月９日 

    

１ 業務名  

  令和７年度教育委員会功労賞等表彰状及び感謝状筆耕業務  

 

２ 契約の相手方の名称及び所在地  

  公益社団法人和歌山市シルバー人材センター  

  理事長 星田 光浩 

  （和歌山市新生町２－１２） 

 

 

３ 契約金額 

３４，８２０円（消費税及び地方消費税込み） 

 

４ 契約年月日 

 令和７年１２月９日 

 

５ 契約の相手方とした理由 

 公益社団法人和歌山市シルバー人材センターは、地方自治法施行令（昭和２２年政令第 
１６号）第１６７条の２第１項第３号に掲げる高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭 
和４６年法律第６８号）第３７条第２項に規定するシルバー人材センターであり、見積書 

記載金額が落札予定価格の範囲内であったため。 

 


